
目

次

（
�
印
は
、
県
法
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事
項
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ー
ジ

規

則

�
香
川
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
生
活
衛
生
課
）

一

告

示

�
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
障
害
福
祉
課
）

二

�
道
路
の
供
用
開
始

（
道
路
保
全
課
）

�
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）

（

〃

）

公

告

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

（
土
地
改
良
課
）

四

�
土
地
改
良
事
業
の
同
意

（

〃

）

�
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出

（

〃

）

�
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
二
件
）

（
都
市
計
画
課
）

五

人
事
委
員
会
規
則

�
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

香
川
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
七
十
二
号

香
川
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
香
川
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第５５号

平 成１７年

７月１５日（金曜日）

規

則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

（
第
九
二
五
二
号
）

一



香 川 県 証 紙 欄

（消印してはならない。）

内 訳

年 齢

生後９０日以内

頭

匹

生後９１日以上

頭

匹

毛 色

頭

頭

頭

匹

匹

匹

性 別

雌

頭

匹

雄

頭

匹

頭（匹）
数

頭

匹

申 請 理 由

種 類

犬

猫

第１２号様式（第２０条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

犬又は猫の引取申請書

年 月 日

香川県 保健所長 殿

申請者 住所
ふりがな

氏名

法人にあっては、その
名称及び代表者の氏名

動物の愛護及び管理に関する法律第１８条第１項の規定により、次のとおり
犬
猫
の引取りを申請し

ます。

�
�
��

�
�
��

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

（
第
九
二
五
二
号
）

二



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
三
十
八
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
年
八

月
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

府
中
琴
南
線
（
十
七
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

●
香
川
県
告
示
第
四
百
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
年
八

月
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

土
庄
内
海
線
（
二
十
六
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
七
月
十
五
日
か
ら
同
年
八

告

示

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
三

一
〇
〇
八
七
一

二
四

デ
イ
れ
ん
げ
ハ
ウ
ス

木
田
郡
三
木
町
下
高

岡
二
六
九
五
―
四
二

有
限
会
社
れ
ん
げ
ハ

ウ
ス

木
田
郡
三
木
町
鹿
伏

三
二
七
―
一
―
六
〇

二

平
成
十
七
年

七
月
五
日

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

ス

坂
出
市
府
中
町
字
赤
尾
五
四
八
番
四
地
先
か
ら

坂
出
市
府
中
町
字
赤
尾
五
四
六
番
一
地
先
ま
で

一
九
・
〇

〜
三
〇
・
〇

一
〇
四

平
成
十
六
年

香
川
県
告
示

第
五
百
二
十

九
号
で
変
更

し
た
区
域

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

小
豆
郡
土
庄
町
屋
形
崎
字
江
ノ
上
甲
一

三
七
八
番
地
先
か
ら

小
豆
郡
土
庄
町
屋
形
崎
字
江
ノ
上
甲
一

三
八
二
番
地
先
ま
で

前

一
二
・
〇

〜
三
五
・
〇

一
〇
〇

交
通
安
全
施

設
事
業
に
よ

る
現
道
拡
幅

後

三
〇
・
〇

〜
四
四
・
〇

一
〇
〇

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

（
第
九
二
五
二
号
）

三



月
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

多
和
三
木
線
（
百
四
十
八
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
公
告
第
四
百
三
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
豊
浜
町
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事

業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
今
井
田
池
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
七
月
五
日
適
当
と
決
定

し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
豊
浜
町
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
八
月
十
一
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
三
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
綾
上
町
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
区

画
整
理
事
業
）
源
内
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
七
月
四
日
同
意
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
三
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

木
田
郡
三
木
町
大
字
奥
山
字
花
折
三
〇

二
八
番
一
地
先
か
ら

木
田
郡
三
木
町
大
字
奥
山
字
花
折
三
〇

二
八
番
一
地
先
ま
で

前

四
・
三

〜
一
〇
・
八

六
八

道
路
災
害
復

旧
工
事
に
伴

う
現
道
拡
幅

後

四
・
三

〜
一
七
・
〇

六
八

木
田
郡
三
木
町
大
字
鹿
庭
字
三
番
乙
一

六
六
番
一
地
先
か
ら

木
田
郡
三
木
町
大
字
鹿
庭
字
三
番
乙
一

六
六
番
一
地
先
ま
で

前

六
・
二

〜
一
三
・
八

四
〇

後

一
七
・
一

〜
二
四
・
八

四
〇

公

告

土
地
改
良
事
業
を

行
っ
た
者
の
名
称

土
地
改
良
事
業
の
種
類

地

区

名

工
事
完
了
年
月
日

山
本
町

農
村
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農

道
整
備
事
業
）

山
本
中
央
・
西

光
寺
東
線
地
区

平
成
九
、
三
、
二
八

〃

農
村
総
合
整
備
モ
デ
ル
事
業（

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業
）
鐘
鋳
原
地
区

平
成
八
、
三
、
一
五

三
豊
郡
山
本
町
土

地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

	
盥
地
区

平
成
九
、
一
、
二
〇

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

鹿
の
谷
地
区

平
成
九
、
三
、
二
八

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

二
丁
田
地
区

平
成
九
、
三
、
一
〇

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

奥
蓮
花
地
区

平
成
九
、
三
、
二
八

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

（
第
九
二
五
二
号
）

四



●
香
川
県
公
告
第
四
百
三
十
五
号

さ
ぬ
き
市
か
ら
さ
ぬ
き
都
市
計
画
道
路
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和

四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
香
川
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
三
十
六
号

さ
ぬ
き
市
か
ら
さ
ぬ
き
都
市
計
画
臨
港
地
区
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、都
市
計
画
法（
昭

和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
香
川
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

	
盥
地
区

平
成
一
〇
、
一
一
、
二
〇

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

田
井
南
地
区

平
成
一
一
、
二
、
二
八

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

前
山
下
地
区

平
成
一
一
、
三
、
二
六

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

女
郎
地
区

平
成
一
一
、
三
、
二
六

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

谷
の
池
地
区

平
成
一
一
、
三
、
二
六

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

芋
の
池
地
区

平
成
一
二
、
二
、
二
八

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

仁
池
地
区

平
成
一
三
、
二
、
二
〇

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

叶
田
地
区

平
成
一
三
、
二
、
二
〇

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

前
山
下
地
区

平
成
一
三
、
二
、
一
〇

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

北
池
地
区

平
成
一
三
、
二
、
二
八

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

田
井
南
地
区

平
成
一
三
、
二
、
一
〇

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

新
井
出
地
区

平
成
一
三
、
二
、
二
八

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

井
の
尻
地
区

平
成
一
四
、
二
、
一
五

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

仁
池
地
区

平
成
一
四
、
二
、
一
五

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

椋
田
地
区

平
成
一
四
、
二
、
一
五

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

	
盥
地
区

平
成
一
四
、
二
、
一
五

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

大
横
井
地
区

平
成
一
四
、
二
、
二
五

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

三
条
坊
地
区

平
成
一
四
、
三
、
二
五

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

観
音
地
区

平
成
一
五
、
三
、
一
四

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
た
め
池
等
整
備
事
業
）

箕
池
地
区

平
成
一
四
、
一
二
、
二
〇

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

中
西
下
地
区

平
成
一
五
、
三
、
一
〇

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

中
尾
地
区

平
成
一
五
、
三
、
一
〇

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

樫
谷
地
区

平
成
一
五
、
三
、
七

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

（
第
九
二
五
二
号
）

五



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長

武

田

安

紀

彦

香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
十
一
号
中
「
父
母
」
の
下
に
「
（
配
偶
者
の
父
母
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
職
員
が
養

育
す
る
中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
」
を
削
り
、
「
）
を
い
う
」
を
「
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
」
に
、
「
そ
の
子
」
を
「
職
員
が
養
育
す
る
中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
」
に
、

「
第
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
、
「
（
同
項
に
規
定
す
る
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
を

含
む
。
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

（
第
九
二
五
二
号
）
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